
多様な活動主体が協働・連携して地域社会の絆を深めることができるよう
率先して取り組んでいただくことができるすばらしいみやぎを創る協議会
の 構成団体等への活動費の支援します

すばらしいみやぎを創る
運動推進助成事業

助成対象
本協議会の構成員である市町村協議会及び、その他の非営利団体

令和８年度

【募集期間】令和８年６月８日（月）～７月３日（必着）
詳しくは裏面、または県協議会ウェブサイトへ



○対象となる事業
助成の対象となる事業は、県協議会が運動推進の基本方針として掲げる 「４つの運動の柱」のいずれかの運動の

趣旨を満たす事業であること
《４つの運動の柱》 
①安全で安心なまちを創る運動 ②心の通い合う地域を創る運動 ③美しい生活環境を創る運動④地域文化を大切にす
る運動

○助成対象者
本協議会の構成員である市町村協議会及び、その他の非営利団体

〇助成対象期間
助成の決定後から令和９年２月２８日までに実施する活動が対象

〇助成限度額等
◎助成限度額 ５万円
◎助成率 １０／１０以内
◎助成対象経費 この助成の決定後から令和９年２月２８日までに実施する事業に要する経費

〇応募方法
助成を助成を希望する団体は必要書類を県協議会事務局に提出（郵送または持参）
◎交付申請書（様式第１号）
◎事業計画書（様式第２号）
◎収入予算書（様式第３号）

〇選考
県協議会は、応募申請書類を厳正に審査し、助成金交付が決定した団体に対し、助成を決定し通知する

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1 宮城県環境生活部共同参画社会推進課内
TEL 022-211-2576 FAX 022-211-2392 電子メール
subamiya@pref.miyagi.lg.jp 
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